
２ 学 習 指 導 の 工 夫 ・ 改 善 ・ 充 実       （小・中学校） 

－ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた指導体制や指導方法の確立 － 

 

特別活動は，「集団や社会の形成者としての見方・考え方」を働かせ「様々

な集団活動に自主的，実践的に取り組み，互いのよさや可能性を発揮しながら

集団や自己の生活上の課題を解決する」ことを通して，資質・能力を育むこと

を目指す教育活動である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関連資料■ 

◎『「主権者として求められる力」を子供たちに育むために』       文部科学省 令和４年 

◎『小学校学習指導要領解説 特別活動編』                文部科学省 平成 29年 

◎『中学校学習指導要領解説 特別活動編』                 文部科学省 平成 29年 

 

○指導の充実により資質・能

力の育成が図られる 

●意図的・計画的な取組 

◇組織的な指導体制の構築 

 

ここがポイント（取組の重点） 

８ 特 別 活 動 の 充 実 （小・中） 

－ 多様な他者と協働し，課題の解決を通し，自己実現を目指す力の育成 －  

① 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることに 

ついて理解し，行動の仕方を身に付けるようにする。 

② 集団や自己の生活，人間関係の課題を見いだし，解決するために話し合い， 

合意形成を図ったり，意思決定したりすることができるようにする。 

③ 自主的，実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして，集団や社会における生活及び人間関

係をよりよく形成するとともに，自己の生き方（人間としての生き方）についての考えを深め，自己実

現を図ろうとする態度を養う。 

④ 特別活動における｢人間関係形成｣｢社会参画｣｢自己実現｣の３つの視点は，育成を目指す資質・能力に

おける重要な要素であり，これらの資質・能力を育成する学習過程においても重要な意味を持つ。 

(1)  特別活動で育成を目指す資質・能力と３つの視点 

① 学級活動…学級や学校での生活をよりよくするための課題を見いだし，解決するために話し合い，合

意形成し，役割を分担して協力して実践したり，学級での話し合いを生かして自己の課題の解決及び将

来の生き方を描くために意思決定して実践したりすることに，自主的，実践的に取り組むことを通して，

資質・能力を育成することを目指す。 

② 児童会・生徒会活動…異年齢の児童生徒同士で協力し，学校生活の充実と向上を図るための諸問題の

解決に向けて，計画を立て役割を分担し，協力して運営することに自主的，実践的に取り組むことを通

して，資質・能力を育成することを目指す。 

③ 学校行事…全校又は学年の児童生徒で協力し，よりよい学校生活を築くための体験的な活動を通して，

集団への所属感や連帯感を深め，公共の精神を養いながら，資質・能力を育成することを目指す。 

④ クラブ活動〔小学校〕…異年齢の児童同士で協力し，共通の興味・関心を追求する集団活動の計画を

立てて運営することに自主的，実践的に取り組むことを通して，個性の伸長を図りながら，資質・能力

の育成を目指す。 

※主権者教育の取扱いについても考慮すること。（関連資料参照） 

(2)  特別活動における各活動の指導の充実 

① 学級活動における児童生徒の自発的，自治的な活動を中心として，各活動と学校行事を相互に関連付

けながら，個々の児童生徒についての理解を深め，教師と児童生徒，児童生徒相互の信頼関係を育み，

学級経営の充実を図ること。その際，いじめの未然防止等を含めた生徒指導との関連を図るようにするこ

と。 

② 魅力ある学校づくりの柱として重視するとともに，各教科等において身に付けた資質能力を統合発展さ

せ「汎用的な力」を育成するため交流及び共同学習の機会を通し，協働することや，他者の役に立った

り社会に貢献したりすることの喜びを得られる活動を充実すること。 

(3) 学級経営の充実と生徒指導との関連・魅力ある学校づくりの柱等 
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２ 学 習 指 導 の 工 夫 ・ 改 善 ・ 充 実       （小・中学校） 

－ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた指導体制や指導方法の確立 － 

 

特別活動は，「集団や社会の形成者としての見方・考え方」を働かせながら

「様々な集団活動に自主的，実践的に取り組み，互いのよさや可能性を発揮し

ながら集団や自己の生活上の課題を解決する」ことを通して，資質・能力を育

むことを目指す教育活動である。 

特別活動においては，これからの生徒が直面する現代的な課題に対応すべ

く，主権者教育やキャリア教育の充実を図るなど，生徒の自治的な能力や主権

者として積極的に社会参画する力を育てることを重視する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関連資料■ 

◎『学校文化を創る 特別活動（中学校・高等学校編）』         文部科学省 令和５年 

◎『高等学校学習指導要領解説 特別活動編』               文部科学省 平成 30年 

８ 特別活動の充実     （高等学校） 

－ 様々な集団活動や体験的な活動を通して，生徒の人間形成を図る － 

特別活動において育成することを目指す資質･能力（以下①～③）や，それらを育成するための学習過

程の在り方を整理するに当たっては，「人間関係形成」，「社会参画」，「自己実現」の三つの視点を踏まえる

ことが重要である。 

① 「知識及び技能（何を知っているか,何ができるか）」：多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動

を行う上で必要となることについて理解し，行動の仕方を身に付けるようにする。 

② 「思考力・判断力・実践力（知っていること,できることをどう使うか）」：集団や自己の生活，人間関係の課題を

見いだし，解決するために話し合い，合意形成を図ったり，意思決定したりすることができるようにする。 

③ 「学びに向かう力，人間性等（どのように社会・世界と関わり,よりよい人生を送るか）」：自主的，実践的な集

団活動を通して身に付けたことを生かして，主体的に集団や社会に参画し，生活及び人間関係をよりよく形成

するとともに，人間としての在り方生き方についての自覚を深め，自己実現を図ろうとする態度を養う。 

(1)  特別活動で育成を目指す資質･能力（三つの柱）と三つの視点 

① ホームルーム活動：ホームルームや学校での生活をよりよくするための課題を見いだし，解決するために話し

合い，合意形成し，役割を分担して協力して実践したり，ホームルームでの話合いを生かして自己の課題の解

決及び将来の生き方を描くために意思決定して実践したりすることに，自主的，実践的に取り組むことを通し

て，資質・能力を育成することを目指す。 

また，学校教育全体で行うキャリア教育の要の時間としての役割を明確にし，小・中・高等学校を通してキャ

リア教育に系統的，発展的に取り組むとともに，生徒の自己理解と教師の生徒理解を深めるため，「キャリア・

パスポート」の活用を図る。 

② 生徒会活動：生徒が教師の適切な指導の下に，生徒の自発的，自治的な活動が効果的に展開されるように

すること。その際，集団としての意見をまとめるなどの話合い活動や，よりよい生活を築くために自分たちできま

りをつくって守る活動を充実させるとともに，校内における異年齢集団による交流と，地域のボランティア活動

や幅広い交流など社会貢献や社会参画の機会の充実に努める。 

③ 学校行事：全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団で協力し，よりよい学校生活を築くための体験的な活

動を通して，集団への所属感や連帯感を深め，公共の精神を養いながら，資質・能力を育成することを目指す。 

(2)  特別活動の各内容の指導の充実を図る 

① 全教職員の共通理解と協力体制が確立されるよう，各学校における特別活動の役割などを明確にして重点

目標を設定したり，各活動・学校行事の内容を示したりするなど，教育課程における位置付けを明確にする。 

② 特別活動に充てる授業時数，設置する校内組織（校務分掌）や実施する学校行事等を明らかにする。 

③ 生徒や地域の実態を十分に把握するとともに，生徒の発達段階や特性を生かすようにし，教師の適切な指導

の下に生徒の自主的，実践的な活動が助長できるような全体計画を作成する。 

(3) 特別活動全体計画作成に当たっての配慮事項 

ｚｚｚｚｚ 

 

◇三つの視点を踏まえた，資

質・能力（三つの柱）の育

成。 

◇生徒の自治的な能力や主

権者として積極的に社会参

画する力を育てる。 

ここがポイント（取組の重点） 
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一人一人の児童生徒が，充実した学校生活をおくるためには，集団の一員 

としての自覚を深め，協力してよりよい生活を送ろうとする態度を育てるこ 

とが重要である。このため，学級や学年等の集団の中で主体的・実践的な活 

動を通して，望ましい人間関係の育成を図るとともに，児童生徒一人一人の 

個性の伸長に努めることが必要である。また，内容の指導に当たっては，児 

童生徒個々の障害の状態，生活年齢，学習状況及び経験等に応じて，適切に 

指導の重点を定め生活に結び付いた内容を，実際的な場面で具体的な活動を通して指導するよう工夫する必要が

ある。 

小・中・高等学校の教育課程を履修する児童生徒については,各校種の記載内容も考慮し,準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関連資料■ 

◎『特別支援学校高等部学習指導要領』           文部科学省           平成 3１年 

◎『特別支援学校学習指導要領解説総則編(幼・小・中）』   文部科学省           平成 30年 

８ 特 別 活 動 の 充 実 （特別支援学校） 
－豊かな体験活動と望ましい集団生活を通して主体的・実践的な態度を育む－  

① 小・中・高等部においては，各学校における特別活動の目標を達成するための全体計画を作成し，学

校の教育活動全体を通した指導の充実に努める。 

② 児童生徒の少人数化からくる種々の制約を解消するため，適宜他の学級や学年と再編成するなど，

活発な（小・中）集団活動が行われるように努める。 

③ 特別活動が学校全体で行うキャリア教育の要としての役割を担うことを踏まえ，小学部から高等部

へのつながりを考慮しながら，現在や将来に希望や目標を持って生きる意欲や態度の形成，社会参画

意識の醸成や働くことの意義の理解等が指導されるように努める。 

④ 指導計画の作成に当たっては，主体的・実践的な活動が助長されるように努める。 

(1)  指導計画,指導体制の充実を図る 

① 特別活動の内容については，児童生徒の主体的，実践的な活動が助長できるよう学校，地域，児童生徒の実

態等に応じて各内容の重点化と相互の関連を図り指導の充実に努める。 

② 日本人としての自覚を養い，国を愛する心を育てるとともに，児童生徒が将来国際社会において信頼され

る日本人として成長していくことができるよう，国旗・国歌の指導の充実に努める。 

(2)  特別活動の内容相互の関連を図り,各内容の指導の充実を図る 

① 地域社会の特性を生かした活動を取り入れるとともに，その充実を図るため地域の人材や文化財を活用す

ることに努める。                                            

② 地域の体験的活動や行事等への参加をすすめ，学校外活動の充実が図られるように努める。 

③ 児童生徒の経験を広めて，積極的な態度を養い，社会性や豊かな人間性を育むために，集団活動を通して

小・中・高等学校の児童生徒との交流及び共同学習を行ったり，地域の人々などと活動を共にしたりする活

動を推進する。 

(3) 家庭や地域社会との連携の充実を図る 

 

●集団の一員としての自覚，

協力する態度。 

◇集団での主体的・実践的な

活動を通しての人間関係の

育成・個性の伸長。 

ここがポイント（取組の重点） 
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２ 学 習 指 導 の 工 夫 ・ 改 善 ・ 充 実       （小・中学校） 

－ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた指導体制や指導方法の確立 － 
 

 

本県高等学校新規卒業者の就職内定率と大学等進学率は全国平均に及ばな

い状況であり，特に，大学等進学率の差は大きく，同時に，進路未決定者が多

い状況である。 

本県高等学校等進学率の改善と，近年の急激な社会の変化に伴って，生徒の

個性や趣向が多様化してきている中，「学力の３要素」の確実な育成と同時に，

多面的な評価の推進が求められており，そのための進路指導の工夫・改善が課

題である。 

進路指導の取組はキャリア教育の中核をなすものであり，生徒が，学ぶこと

と自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向けて必要

な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう，キャリア発達の

視点を踏まえた取組の充実を図る。その中で，生徒が自己の在り方生き方を考

え主体的に進路を選択することができるよう，学校教育活動全体を通じ，組織

的・計画的な進路指導を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関連資料■ 

◎『高等学校学習指導要領』                  文部科学省     平成 30年 

◎『キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査』      国立教育政策研究所 平成 26年 

◎『高等学校キャリア教育の手引き』                      文部科学省     平成 23年 
  

９ 進路指導の充実     （高等学校） 

－ キャリア教育を推進し，目的意識を高め，自らの進路を 
主体的に選択決定し，自己実現ができる生徒の育成 － 

① 教職員間の共通理解と連携・協働による進路指導体制の充実･強化に努める。 

② 進路指導の年間指導計画のもとに，進学率，就職内定率等の数値目標を設定して指導・評価・対策を講じ，

進路指導の工夫・改善を図る。  

③ 進路指導主任，就職担当教諭の任期を３年以上とし，継続的な進路指導に努める。  

④ 進路指導主任研修会等各種研修会を活用し，校内外での進路指導力の向上に努める。 

(1)  進路指導体制を強化する 

① ３年間を見通した各学年の進路指導計画のもとに，組織的・継続的な進路指導を実施する。 

② 進路適性検査や希望調査等のデータを活用し，希望進路の早期決定を促進する。 

③ 進路相談の充実に努め，生徒の実態を把握し，個に応じた進路指導を実施する。 

④ 希望進路にあった教科・科目の選択等，適切なガイダンス機能の充実を図る。 

⑤ 進路実現に向けて，資格取得の取組，学力向上対策を講じる等の取組を推進する。 

⑥ 上級学校の体験入学や講演会，企業でのインターンシップ等を通して，進路意識の啓発や職業生活に必要な

知識の習得及び職業意識の育成を図る。 

⑦ 生徒・保護者への進路情報の提供や啓発活動を推進する。 

(2)  学校の教育活動全体を通じて計画的・組織的・継続的な進路指導を 

促進する 

 

 

 

① 中学生への特色ある教育活動の紹介や，大学レベルの教育研究に触れることで多様な個の能力を伸ばすな

ど，中高・高大連携を強化した進路指導体制づくりを推進する。 

② 沖縄労働局，県商工労働部，各地区公共職業安定所(ハローワーク)等との連携を強化し，職場開拓と定着

指導に努める。 

③ 校長協会，副校長・教頭会，進路指導研究会，PTA，地域との連携を強化する。 

(3) 関係機関との連携を強化する 

 

○大学等進学率は令和元年

度卒業生が初の 40％台と

なった。（40.8％学校基本

調査） 

●進路意識の高まりの遅さ，

学力不足，県内志向の強さ

が特徴的な状況であり，進

路未定者への進路指導と

同時に依然として全国水準

との差が大きい大学等進

学率の改善が課題。 

◇高大接続改革を踏まえた

「確かな学力」の育成，「多

面的な評価」の推進に重

点。 

ここがポイント（取組の重点） 
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２ 学 習 指 導 の 工 夫 ・ 改 善 ・ 充 実       （小・中学校） 

－ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた指導体制や指導方法の確立 － 

中途退学問題の改善を図るためには，生徒一人一人が望ましい人間関係を

作り，多様な他者と協働し，自己の良さを発揮できるような指導・支援体制

の工夫を図ることが重要である。県発行の「県立学校生徒指導の手引き」第

９節「中途退学防止対策≒キャリア教育」に基づき，不本意入学への対策や

生徒の居場所づくりと絆づくりを進め，入学を許可した生徒全員を進級・卒

業させるという基本姿勢をもって指導・支援に当たる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関連資料■ 

◎『生徒指導提要』                       文部科学省    令和４年 

◎「児童生徒の自殺予防に関する取組について（通知）」      文部科学省    令和 3年 

◎「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」      文部科学省    令和元年 

◎『高等学校学習指導要領解説 総則編』             文部科学省    平成 30年 

◎『県立学校生徒指導の手引き～生徒指導の充実に向けて～』    沖縄県教育委員会 平成 30年 

10 中途退学対策の強化   （高等学校） 

－ 自己肯定感を育み社会的自立をめざす指導・支援の充実 － 

① 全職員がカウンセリング・マインドを生かした教育活動に努める。  

② 校内の「中途退学対策委員会」を中心に，学年会・拡大学年会の充実や分掌間の連携によるホームルーム担

任を支援する体制の確立を図る。 

③ 校内の教育相談体制を強化し，計画的・組織的な教育相談活動の実施，教育相談室等の整備，スクールカウ

ンセラーや外部専門機関等との連携を図る。 

④ 生徒理解を深めるための校内研修を充実し，教職員の資質能力の向上と意識改革を図る。 

(1) 支援体制の充実を図る 

① 生徒の能力・適性，興味・関心，進路等に応じた幅広い選択ができる弾力的な教育課程を編成し，学校行事 

等の充実を図り,魅力ある学校，楽しい学校づくりに努める。  

② 学習の遅滞している生徒に対しては，きめ細やかな指導を行い,基礎的・基本的な知識・技能の定着を図る。 

③ 個々の生徒の実態に即した指導方法を工夫し，生徒相互で教え合い，学び合う協働的な学びを取り入れるよ

うに努める。 

④ 生徒一人ひとりの自己肯定感を育て，多様な他者を尊重する指導・援助に努める。 

(2) 指導の改善に努め，全員の進級・卒業を目指す 

① 定期相談(三者面談)，呼出相談，チャンス相談等による指導・支援の充実を図る。 

② 長期欠席者，休学者等には，個人記録簿を活用した指導・支援の充実を図り，生徒の実態把握に努める。 

③ 定期的な勤怠状況等のチェックにより生徒の状況を把握し，初期対応に努め、適切な時期に適切な指導・支

援を段階的・組織的に行う。 

(3) 個別支援を充実させる 

① 家庭，地域社会，関係機関等との連携を強化する。特に深夜外出，アルバイト等については，それぞれの役割

を認識し，指導の充実を図る。 

② 校区内の小・中学校と定期的に情報や意見の交換を行い，生活指導，進路指導等各校種間で抱える問題を

明らかにし，課題解決に向け連携した指導・支援に努める。 

③ 欠席等の多い生徒について、保護者等への連絡、家庭訪問等により継続的に支援する。特に不登校生徒や

支援が困難な生徒については，スクールカウンセラーや子ども若者みらい相談プラザ sorae（ソラエ）等の専

門機関と連携し，ねばり強く支援する。 

④ 高等学校生徒就学支援センターの活用や地域若者サポートステーション等との連携により，生徒の社会的自

立を支援する。 

(4) 家庭や地域社会、小・中学校等との連携を推進する 

 

●能力、適性等に応じた柔軟

で弾力的な学びの在り方 

（授業方法や教育課程等）の

工夫により，学習意欲の向

上や学校生活の充実を図

る。 

ここがポイント（取組の重点） 
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